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広
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
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広
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

広
島
県
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
広
島
県
訓
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

  

（
公
印
の
廃
止
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
総
務
課
長
は
、 

直
ち
に
当
該
公
印
の
登
録
を
抹
消
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

  
（
公
印
の
廃
止
） 

第
五
条 

（
略
） 

  


